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法令名 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 法令番号 平成１４年法律第８８号 

手続名 狩猟免許（試験） 根拠条項 第３９条第１項 

審 

査 

基 

準 

１  欠格事由、受験資格（鳥獣保護法第 40 条）  
 
２  狩猟免許試験の方法（鳥獣保護法第 48 条）  
 
３  狩猟免許試験の合格基準  
① 知識試験・・・正解が 70％以上であること。 

 （鳥獣保護法施行規則第 54 条）    
② 適性試験・・・右表のとおり  
（鳥獣保護法施行規則第 52 条）  

③ 技能試験・・・減点式採点法により、70％以上の 
 成績であること。 

 （鳥獣保護法施行規則第 53 条） 

科 目 合格基準 
視力 １  網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験にあっては、視 

力（万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を

含 む。以下同じ）が両眼で 0.5 以上であること。ただ
し、一 眼が見えない者については、他眼の視野が左右 
150 度以上 で、視力が 0.5 以上であること。  

２  第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験に 
あっては、視力が両眼で 0.7 以上であり、かつ、一眼で
それぞれ 0.3 以上であること。ただし、一眼の視力が 0.3 
に満たない者又一眼が見えない者については、他眼の視野 
が左右 150 度以上で、視力が 0.7 以上であること。 

聴力 10 メートルの距離で、90 デシベルの警音器の音が聞こえ 
る聴力（補聴器に補正された聴力を含む。）を有すること。 

運動能力 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢 
又は体幹の傷害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うこと 
に支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の傷害がある者 
については、その者の身体の状況に応じた補助手段を講ずる 
ことにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと 
認められるものであること。 
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